
令和８年３月市議会定例会追加議案件名 

 

議案第３１　号　白河市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例 

議案第３２　号　白河市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

議案第３３　号　令和７年度白河市一般会計補正予算（第８号） 

議案第３４　号　令和７年度白河市小田川財産区特別会計補正予算（第２号） 

議案第３５　号　令和７年度白河市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

議案第３６　号　令和７年度白河市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

議案第３７　号　令和７年度白河市介護保険特別会計補正予算（第４号） 

議案第３８　号　令和７年度白河市水道事業会計補正予算（第３号） 

議案第３９　号　令和７年度白河市下水道事業会計補正予算（第５号） 
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令和８年３月市議会定例会追加議案要旨 

 

議案第３１　号　白河市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例 

白河市特別職報酬等審議会の答申に基づき、農業委員会各委員の報酬額

を引き上げるため、所要の改正をしようとするものであります。 

議案第３２　号　白河市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

白河市特別職報酬等審議会の答申に基づき、市長、副市長及び教育長の

給料月額を引き上げるため、所要の改正をしようとするものであります。 

議案第３３　号　令和７年度白河市一般会計補正予算（第８号） 

　　　　　　　　(1)　歳入歳出予算の補正 

歳入歳出補正総額は４７９，３５３千円増額となり、歳入歳出予算総額

は３８，１７１，６２４千円となりました。 

款別補正の内訳は、次のとおりであります。 

歳入については、市税３３１，０７４千円、地方消費税交付金 

１４０，６５０千円、地方交付税４５８，５５７千円、財産収入 

６６，６９９千円、寄附金２５，６９８千円をそれぞれ増額補正し、地方

譲与税１，２０６千円、分担金及び負担金３０，８９４千円、使用料及び

手数料３３２千円、国庫支出金５４，３３６千円、県支出金 

９２，８０６千円、繰入金７６８千円、諸収入２６，１８３千円、市債 

３３６，８００千円をそれぞれ減額補正するものであります。 

歳出については、総務費５０３，４４２千円、消防費５，３５９千円、 

教育費３０，４６９千円、公債費５７９，９１５千円をそれぞれ増額補正

し、議会費４，１０８千円、民生費１３２，５２５千円、衛生費 

７５，０８９千円、農林水産業費８９，６７５千円、商工費 

２８，４６６千円、土木費３０８，８６９千円、災害復旧費 

１，１００千円をそれぞれ減額補正するものであります。 

歳出補正の主なものは、次のとおりであります。 

総務職員給与関係費　　　　　　　　　　　　　　　１２７，８２４千円 

財政調整基金積立金　　　　　　　　　　　　　　　２１３，２２３千円 

減債基金積立金　　　　　　　　　　　　　　　　　３０１，４１０千円 

公共施設等整備基金積立金　　　　　　　　　　　　　　８，３０５千円 

愛の基金運営関係費　　　　　　　　　　　　　　　　２３，４０６千円 

民営保育園等施設型給付事業　　　　　　　　　　　　３９，１３１千円 

文化振興一般管理費　　　　　　　　　　　　　　　　２１，４７３千円 

白河市歴史文化遺産保存活用基金管理事業　　　　　　８６，３４７千円 

社会体育団体育成費　　　　　　　　　　　　　　　　３２，００５千円 

長期債償還元金　　　　　　　　　　　　　　　　　６０１，９１５千円 

　　　　　　　　(2)　継続費の補正 
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事業の変更に伴い、継続費を変更するものであります。 

　　　　　　　　(3)　繰越明許費の補正 

事業の進捗に伴い、繰越明許費の追加をするものであります。 

　　　　　　　　(4)　地方債の補正 

事業の変更に伴い、地方債の限度額の変更をするものであります。 

議案第３４　号　令和７年度白河市小田川財産区特別会計補正予算（第２号） 

歳入歳出補正総額は３６５千円増額となり、歳入歳出予算総額は 

４，４４４千円となりました。 

款別補正の歳入については、財産収入３６５千円を増額補正するもので

あります。 

歳出については、財産費３６５千円を増額補正するものであります。 

議案第３５　号　令和７年度白河市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

歳入歳出補正総額は２８６，４４２千円減額となり、歳入歳出予算総額

は５，３６２，１０７千円となりました。 

款別補正の歳入については、国庫支出金８３４千円、繰入金８３６千円、 

諸収入２，４００千円をそれぞれ増額補正し、県支出金２９０，５１２千円 

を減額補正するものであります。 

歳出については、総務費１，９７３千円、保険給付費２８４，４６９千円 

をそれぞれ減額補正するものであります。 

議案第３６　号　令和７年度白河市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

歳入歳出補正総額は５５，２５９千円増額となり、歳入歳出予算総額は

８５２，９４９千円となりました。 

款別補正の歳入については、後期高齢者医療保険料５５，３３２千円を

増額補正し、繰入金７３千円を減額補正するものであります。 

歳出については、後期高齢者医療広域連合納付金５５，３３２千円を増

額補正し、総務費７３千円を減額補正するものであります。 

議案第３７　号　令和７年度白河市介護保険特別会計補正予算（第４号） 

歳入歳出補正総額は８２，２８７千円減額となり、歳入歳出予算総額は

６，２８２，４８５千円となりました。 

款別補正の歳入については、国庫支出金８，３３１千円、諸収入 

６３千円をそれぞれ増額補正し、支払基金交付金５６，５２８千円、 

県支出金２６，０２２千円、繰入金８，１３１千円をそれぞれ減額補正す

るものであります。 

歳出については、基金積立金６４千円を増額補正し、総務費 

１０，３１０千円、保険給付費５５，０００千円、地域支援事業費 

１７，０４１千円をそれぞれ減額補正するものであります。 

議案第３８　号　令和７年度白河市水道事業会計補正予算（第３号） 

(1)　業務の予定量の補正 

主な建設事業の概要、改良費を８３８，７４０千円に改めるものであり

ます。 
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　　　　　　　　(2)　収益的収入の補正 

営業収益２０，０００千円を増額補正、営業外収益１９０千円を減額補

正し、その総額として水道事業収益１，２８４，２１２千円を予定するも

のであります。 

　　　　　　　　(3)　収益的支出の補正 

営業費用２８６千円を減額補正し、その総額として水道事業費用 

１，２３０，０１０千円を予定するものであります。 

　　　　　　　　(4)　資本的収入の補正 

他会計補助金３２０千円を減額補正し、その総額として資本的収入 

５４９，２８８千円を予定するものであります。 

　　　　　　　　(5)　資本的支出の補正 

建設改良費３２０千円を減額補正し、その総額として資本的支出 

１，２５４，５１４千円を予定するものであります。 

　　　　　　　　(6)　議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正 

予算に定めた職員給与費を１３４，３０９千円に改めるものであります。 

　　　　　　　　(7)　他会計からの補助金の補正 

予算に定めた一般会計からの補助金を３０，３６６千円に改めるもので

あります。 

議案第３９　号　令和７年度白河市下水道事業会計補正予算（第５号） 

　　　　　　　　(1)　資本的収入の補正 

企業債１８，７００千円、国及び県補助金３２，８００千円、工事負担

金４，６４４千円をそれぞれ減額補正し、その総額として資本的収入 

１，０５５，７５２千円を予定するものであります。 

　　　　　　　　(2)　資本的支出の補正 

建設改良費５７，９４４千円を減額補正し、その総額として資本的支出

１，５２３，２３９千円を予定するものであります。 

　　　　　　　　(3)　企業債の補正 

事業の変更に伴い、企業債の限度額を変更するものであります。


